


有給休暇を取得しやすい雰囲気・意
識作りのため、具体的な取得目標
（例えば、1 週間以上の休暇を年に
〇回取得、付与日数のうち〇％以上
を取得）を定めた上で、取得状況を
定期的に確認し、身近な上司等から
積極的な声かけ等に取り組んでい
る。 

有給休暇の取得については、会社は創業時より
積極的に取得を推進しており、さらに年間を通
じて有給取得状況を個別に管理している。ま
た、年度開始月（4 月）から８か月以内に最低
取得日数（年 5 日）をクリアすることを目標と
しているが、未達成者については、本人および
直接の上司に話を聞くなどして、計画的な取得
を促している。 
 
 また、2010 年からは年間 40 時間を上限に、1
時間単位での有給の取得が可能な制度を就業規
則に導入しており、これにより、さらに有給が
利用しやすい環境が整備され、取得率の向上だ
けでなく、離職率の低下につながっている。 
 

有給休暇の取得促進のため、情報共
有や複数担当者制度等により、業務
の属人化の解消、業務配分の偏りの
解消を行っている。 

1 名の利用者に対して複数の担当者を割り当て
る複数担当者制度は、すでに 2001 年 12 月から
実施しており、サービス提供時の基本的な方針
としてすでに定着している。 
また、これによって有給休暇の消化のみなら
ず、介護業界では珍しい、年間休日 125 日の体
制が維持されている。 

腰痛を含む心身
の健康管理 

業務や福利厚生制度、メンタルヘル
ス等の職員相談窓口の設置等、相談
体制の充実 
 
 
 
 

すでにエルダー・メンター制度を導入してお
り、仕事やメンタル面でのサポートを実施して
いるが、さらに専門的な解決が必要な相談や福
利厚生については、相談の内容に応じて、例え
ば専門医や歯科医、税理士の紹介、賃貸アパー
トの紹介なども実施している。 

事故、トラブルへの対応マニュアル
等の作成等の体制整備 
 
 

事故対応、苦情対応、感染症対応、非常災害時
対応等各種のマニュアルを常時閲覧可能な状態
で整備している。 
 
 
 
 
 




